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 ３ 潮位の連絡系統 
     潮位の連絡系統は、次の図のとおりとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 高潮防災情報システム                               

 
           

 
 
 
 
 
 

 港 湾 課           報 道 機 関            
 

   潮位観測所   → 県庁統制局   河 川 課           

 
 

 
 防 災 危 機 管 理 課          

（ 消 防 保 安 課 ） 
 

  

 
 
 

 下 関 地 方 気 象 台           
 
 土 木 建 築 事 務 所          

港 湾 管 理 事 務 所          
 
 

水 防 管 理 団 体            
   （市  町）  

 
 ４ 潮位の情報連絡系統 
   潮位の情報連絡系統は、次の図のとおりとする。 
 
                                                          
 
 
 
 

 高潮防災情報システム                                インターネットによる 
                              情報提供                

   潮位観測所   → 県庁統制局   市     町  
    

 関 係 機 関  

 
 報 道 機 関 

 

県     民 
 
 

第６節 水防用備蓄器具、資材の整備、確保 
 
 

第１項 土木建築事務所の水防用備蓄器具、資材 

 
 １ 備蓄器具、資材の使用 
   土木建築事務所の水防用備蓄器具及び資材は付表９のとおりであり、その使用については関係水防管

理者の要請により、土木建築事務所長が決定するものとする。 
                   ◇参照 水防用輸送設備、備蓄器具、備蓄資材一覧表 付表９ 

  ２ 備蓄器具、資材の補充 
     備蓄資材を使用し、又は器具を破損したときは、早急に補充し、又は修理し、緊急水防時に支障のな

いように留意するものとする。 
 ３ 備蓄器具、資材の応援 
   土木建築事務所長は、緊急水防を要する他の土木建築事務所から器具、資材の応援を求められたとき

は、当該土木建築事務所長と水防緊急度について協議し、その必要を認めたときは、器具及び資材の応
援流用を行うものとする。 
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第２項 指定水防管理団体の水防用備蓄器具、資材の基準 

 
  指定水防管理団体（市町）は、おおむね水防警報区域及び重要水防箇所内の堤防の延長およそ２キロ 
 メートルについて１箇所の水防倉庫又は資材備蓄場を設け、次の器具資材を準備しておくものとする。 
 

品名 数量 品名 数量 

くわ      ２０丁 杭（長さ５ｍ）          ２０本 
つるはし        ５丁 杭（長さ３ｍ）          ４０本 
掛矢       ５個 杭（長さ２ｍ）          ８０本 

鋸      ２０本 ロープ        ５５０kg 
おの       ５個 ブルーシート        ２００枚 
スコップ       ３５丁 鎌        １００挺 

ハンマー        ７個 １１番鉄線          ５０kg 
ペンチ       ５個 １４番鉄線          ３０kg 
土のう袋   ２，２００俵 照明用具           若干 

 

第３項 ため池管理者の水防資材・器具の整備 

 
  ため池管理者は、ため池水防上の必要度に応じて所要の資材・器具を備蓄しなければならない。 
 

第４項 民間水防用資器材の確認 

 
  出水期において土木建築事務所長及び水防管理者は、あらかじめその区域内において水防用資器材を保

有する商社、店舗等の所在、保有状況等を調査把握し、緊急時における水防作業が円滑に実施できるよう
留意するものとする。 

 
 

第７節 水位の通知、洪水予報及び氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）の通知 
 
 

第１項 水位の通報及び公表（法第 12 条） 

 
 １ 水防団待機水位（通報水位）（法第１２条第１項） 
   水防管理者、国又は都道府県は、水防団待機水位（通報水位）を超えるときはその水位の状況を関係

者に通報する。 
   ＊水防団待機水位（通報水位）は、水防団の出動準備の目安となる水位 
 ２ 氾濫注意水位（警戒水位）（法第１２条第２項） 
   国又は都道府県は、氾濫注意水位（警戒水位）を超えるときはその水位の状況を公表する。 
      ＊氾濫注意水位（警戒水位）は、水防団の出動の目安となる水位 
 ３ 水位の通報方法 

 （1）国の機関が行う通報 
       岩国土木建築事務所長は、小瀬川について、国土交通省太田川河川事務所から洪水予報の通知を受

けたときは、直ちにその旨を県庁河川課、岩国市危機管理課及び和木町水防本部に通報する。 
    防府土木建築事務所長は、佐波川について、国土交通省山口河川国道事務所から洪水予報の通知を

受けたときは、直ちにその旨を県庁河川課、防府市水防本部、山口市水防本部、山口市徳地総合支所
水防本部、防府警察署及び山口警察署へ通報する。 

 （2）都道府県が行う通報及び公表 
       水位の連絡系統については、「第５節水位、雨量等の連絡系統」中「第１項水位、雨量の情報収集

及び連絡」の「３雨量、水位の連絡系統」及び「４雨量、水位の情報連絡系統」による。なお、報道
機関への通知は、氾濫注意水位（警戒水位）に達したときに必要に応じて行うものとなる。 

４ 欠測時等の措置 
国又は県は、自らが管理する観測所等において欠測等が生じ、水位の通報及び公表ができない状況で

あることが判明した場合は、速やかに欠測等の原因を究明し早期の復旧に努めるとともに、必要に応じ
その状況を関係機関等に速やかに周知する。 

欠測等により水位の通報及び公表ができない観測所を代替する観測所がある場合は、併せて関係機関
に周知する。 

 
 
 
 
 


